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(57)【要約】
　本発明は、円筒形の内断面を有する中空の端部を有す
る少なくとも１つの外側のシャフト部分（１１）と、少
なくとも第１の侵入深さ（Ｌ１）に沿って外側のシャフ
ト部分（１１）の中空の端部に侵入する少なくとも１つ
の内側のシャフト部分（１２）とを具えるドライブシャ
フト（１）を開示する。シャフト部分（１１、１２）は
、内側のシャフト部分（１２）の外壁と外側のシャフト
部分（１１）の内壁との接触面で第１の侵入深さ（Ｌ１

）に沿って一体接合される。一体接合部（１２’）は、
ドライブシャフト（１）に長手軸方向の負荷がかかると
シャフト部分（１１、１２）を座屈させる所定の座屈力
よりも小さい長手軸方向の負荷容量を有している。内側
のシャフト部分（１２）は、座屈力よりも大きな軸方向
の力が加わると、第１の侵入深さ（Ｌ１）よりも深く外
側のシャフト部分（１１）の中空の端部内に侵入するこ
とができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒形の内断面を有する中空の端部を有する少なくとも１つの外側のシャフト部分（１
１）と、少なくとも第１の侵入深さ（Ｌ１）に沿って外側のシャフト部分（１１）の中空
の端部に侵入する少なくとも１つの内側のシャフト部分（１２）とを備えるドライブシャ
フト（１）であって、
　前記シャフト部分（１１、１２）は前記内側のシャフト部分（１２）の外壁と前記外側
のシャフト部分（１１）の内壁との接触面で前記第１の侵入深さ（Ｌ１）に沿って一体接
合されており、一体接合部（１２’）はドライブシャフト（１）に長手軸方向の力が加わ
るとシャフト部分（１１、１２）を座屈させる所定の座屈力よりも小さい長手軸方向の負
荷容量を備えると共に、前記内側のシャフト部分（１２）は座屈力よりも大きい軸方向の
力が加わると、前記第１の侵入深さ（Ｌ１）よりも深く前記外側のシャフト部分（１１）
内に侵入可能であることを特徴とするドライブシャフト。
【請求項２】
　前記シャフト部分（１１、１２）の少なくとも１つが、少なくとも長手軸部分に沿って
、繊維強化材料から、好ましくはＦＲＰから、特に好ましくはＣＦＲＰ又はＧＦＲＰから
成ることを特徴とする請求項１に記載のドライブシャフト。
【請求項３】
　前記一体接合部（１２’）が繊維を含まない接合部（１２’）、好ましくは接着接合部
であり、又は少なくとも１つのシャフト部分の繊維強化材料よりなるマトリクス材料から
形成されることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のドライブシャフト。
【請求項４】
　前記シャフト部分（１１、１２）が長手軸に対して２５°～７０°の範囲、好ましくは
３５°～５５°の範囲、特に好ましくは４０°～５０°の範囲内の繊維配向を備える繊維
強化材料よりなることを特徴とする請求項２又は請求項３に記載のドライブシャフト。
【請求項５】
　前記内側のシャフト部分（１２）と同軸に、少なくとも長手軸部分に沿って前記内側の
シャフト部分（１２）に接合された第２の内側のシャフト部分（１４）が導入され、前記
外側のシャフト部分（１１）の中空の端部と前記第２の内側のシャフト部分（１４）の対
向する端部との間に、前記外側のシャフト部分（１１）のためのストッパとして形成され
た所定の長手軸方向の広がり（Ｌ３）を有する第１の周方向隙間（１７）があることを特
徴とする請求項１～請求項４の何れか一項に記載のドライブシャフト。
【請求項６】
　前記外側のシャフト部分（１１）と同軸に、少なくとも長手軸部分に沿って前記外側の
シャフト部分（１１）に接合され、一体接合部（１４’）において第２の侵入深さ（Ｌ２

）に沿って前記第２の内側のシャフト部分（１４）と一体接合された第２の外側のシャフ
ト部分（１５）が導入され、前記一体接合部（１４’）が、前記ドライブシャフト（１）
に長手軸方向の負荷がかかった場合に前記第２のシャフト部分（１４、１５）を座屈させ
る所定の座屈力よりも小さい長手軸方向の負荷容量を備えると共に、前記第２の内側のシ
ャフト部分（１４）は、前記座屈力よりも大きな軸方向の力が加わると、前記第２の侵入
深さ（Ｌ２）よりも深く前記第２の外側のシャフト部分（１５）内に侵入可能であること
を特徴とする請求項５に記載のドライブシャフト。
【請求項７】
　前記第２の内側のシャフト部分（１４）と前記第２の外側のシャフト部分（１５）との
上に更に別の所定数の内側のシャフト部分と外側のシャフト部分とが導入され、ｎ番目の
内側のシャフト部分と（ｎ－１）番目の外側のシャフト部分との対向する端部の間にそれ
ぞれ、所定の長手軸方向の拡がりを有するｎ番目の周方向隙間（１８）があることを特徴
とする請求項５又は請求項６に記載のドライブシャフト。
【請求項８】
　円筒形の内断面を有する中空の端部を有する少なくとも１つの外側のシャフト部分（１
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１）と、少なくとも第１の侵入深さ（Ｌ１）に沿って外側のシャフト部分（１１）の中空
の端部に侵入する少なくとも１つの内側のシャフト部分（１２）とを備えるドライブシャ
フト（１）であって、
　前記外側のシャフト部分（１１）が接着接合と摩擦接合を介して前記内側のシャフト部
分（１２）と接合され、該接合は、４０ｋＮを超える軸方向の負荷がかかると２つのシャ
フト部分が入れ子式に伸縮自在であることを特徴とするドライブシャフト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自動車用ドライブシャフトに関する。
【背景技術】
【０００２】
　エンジンが被動軸に間接的に結合されている自動車では、自動車の長手軸に沿ってトル
クを伝達するためにエンジンと車軸ギアとを結合する１つ又は複数の継手を有するドライ
ブシャフトが使用される。トルクを伝達するため、シャフトはほとんどの場合、例えば鋼
製の中空シャフトとして極めて頑強に実施されるが、この頑強で剛性な構造により衝突事
故の場合は車両の乗員、及び衝突相手が負傷する危険性が高い。したがって、乗員の安全
、及び衝突相手の保護のために、衝突時の挙動への要求がますます高まっているため、衝
突の概念にドライブシャフトを含める必要が生じている。
【０００３】
　衝突時に伸縮して、衝突の際に車内に侵入しないようにする入れ子式ステアリングコラ
ムは公知である。更に、必要なトルクを伝達できるとともに、規定の軸方向負荷を超えた
場合に破壊され、入れ子式に伸縮可能なドライブシャフト、すなわち貫通継手を有するド
ライブシャフトが開発されている。
【０００４】
　更に、特許文献１から、限界圧力負荷を超えた場合に破壊する所定の破壊部分である遷
移部によって接合された２つのシャフト部分を備える繊維強化ヒンジシャフトが公知であ
る。所定の破壊部分は湾曲した断面を備えている。１つのシャフト部の直径は別のシャフ
ト部よりも小さいため、所定の破壊部分が破壊すると別のシャフト部内に侵入することが
できる。
【０００５】
　特許文献２も、単一の材料片からなるが、複数のシャフト部、すなわち所定の破壊部分
によって接合された第１のシャフト部と第２のシャフト部を備えた、軸方向に入れ子式の
ドライブシャフトに関するものである。所定の破壊部分は、別のシャフト部の方向に、第
１のシャフト部よりも直径が大きい受容部が接続されている周方向隆起部を備えている。
所定の軸方向の負荷で、隆起部の周縁繊維材における曲げモーメントにより隆起部が破壊
され、材料の密着性がなくなるまで隆起部が変形し始める。そこで第１のシャフト部は受
容部内に移動可能であり、それによってシャフトの全長が短縮される。
【０００６】
　最後に、特許文献３から、端部側でピンに結合された繊維強化材料製の中空シャフトの
接合部が公知である。ピンの直径は中空シャフトの内径より大きいため、中空シャフトは
接合のために拡張され、ピンは摩擦接合されることができる。限界トルクを超えると、摩
擦接合部は滑落する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０ ２００９ ００９ ６８２ Ａ１号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第１０１ ０４ ５４７ Ａ１号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第３７ ２５ ９５９ Ａ号明細書
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、公知の入れ子式ドライブシャフトでの離脱力はこの軸体の形状及び材料特性に
よって実質的に規定されるため、軸体を新たに分解しなければ離脱力を調整することがで
きない。所定の破壊部分の形状は比較的複雑であるため、例えば延伸加工又は液圧成形に
よって形成されなければならないので、それぞれの離脱力の調整は常に高いコストでしか
実現されない。
【０００９】
　このような技術水準から出発して、本発明の課題は、入れ子式で、より複雑で半製品か
ら形成可能な改良されたドライブシャフトを製造することにある。更に、重要なシャフト
の部品を交換せずに離脱力を寸法設定可能であり、公知の入れ子式ドライブシャフトより
も安価に製造できることが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題は請求項１の特徴を有するドライブシャフトによって解決される。装置の発
展形態は従属請求項で実施される。
【００１１】
　本発明によるドライブシャフトは、第１の実施形態では円筒形の内断面を有する中空の
端部を有する少なくとも１つの外側シャフト部と、第１の侵入深さに沿って外側シャフト
部の中空端部内に侵入する少なくとも１つの内側シャフト部とを備えている。シャフト部
は、内側シャフト部の外壁と外側シャフト部の内壁との間の接触面に第１の侵入深さに沿
って一体に接合されている。この一体接合部は、ドライブシャフトに長手軸方向の負荷が
かかるとシャフト部が座屈する所定の座屈力よりも小さい長手軸方向の負荷容量を有して
いる。内側のシャフト部は座屈力よりも大きな軸方向の力が加わると、第１の侵入深さよ
りも深く外側のシャフト部の中空端部内に侵入可能である。
【００１２】
　本明細書では「負荷容量」は、一体接合部の破壊を生じる一体接合部の全負荷容量を意
味する。十分な負荷容量のある一体接合部を得るためには、第１の侵入深さに沿って外側
のシャフト部の中空円筒形の端部の内断面が内側のシャフト部の外断面に対応するととも
に、使用される一体接合部の添加材に隙間の幅を適応させる必要がある。最終的に動作ト
ルクは内側のシャフト部と外側のシャフト部との間の環状隙間内の添加材を介して伝達さ
れる。
【００１３】
　本発明による解決手段によって、例えば円筒管などの比較的簡単な半製品から、極めて
簡単かつ、シャフト部の形状を変更せずに離脱力を調整可能な入れ子式ドライブシャフト
を構築することが可能である。一体接合部を破壊する力は、侵入深さ、添加材の強度を変
更することによって、また内側と外側のシャフト部の間の隙間の幅によって簡単に決める
ことができる。
【００１４】
　一体接合部の寸法設定には適切には、伝達されるトルクも含まれる。しかし、破壊を引
き起こす力は最大でも、座屈によるより細いシャフト部の破壊を引き起こす程度の大きさ
とする。接合部を適宜に設計することによって、関連する衝突負荷時に車両全体の最適な
特性が得られるように、摺動経路全体にわたってほぼ一定の（又は所定の、例えば経路に
依存する）力のレベルに調整される。シャフトを伸縮させる力は好適には、４０～８０ｋ
Ｎに調整される。したがって、本発明によるドライブシャフトは衝突時に座屈せず、衝突
時に発生する軸方向の負荷により伸縮自在であることによって、車両の乗員、及び衝突相
手が負傷する危険性が軽減される。
【００１５】
　様々な離脱力を達成するために常に同じシャフト部を使用することができ、一体接合部
しか変更する必要がないため、ドライブシャフトは公知の入れ子式ドライブシャフトより
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も低コストで製造可能である。それによって、製造コストも保管コストも低減できる。
【００１６】
　捩じり負荷がかかった場合に均一な応力分布、及び良好な材料活用が得られるため、好
適にはシャフト部の断面を円形にすることができる。
【００１７】
　別の実施形態では、一方のシャフト部、又は両方のシャフト部は少なくとも長手軸部分
に沿って繊維強化材料から成ることができ、それには繊維強化プラスチック、特にＣＦＲ
Ｐ（炭素繊維強化プラスチック）又はＧＦＲＰ（ガラス繊維強化プラスチック）が有利で
ある。
【００１８】
　ドライブシャフトが繊維強化材料よりなる場合は、質量が大幅に軽減されることになる
ため、軽量化した場合の捩じれ剛性の向上、及び車両の全システムにおける運転動特性の
向上に関する周知の利点を達成できる。
【００１９】
　前記の繊維の種類は限定的に理解されるべきではない。むしろ、有用であると思われる
場合は、アラミド繊維などの別の種類の繊維も使用できる。更に、長手軸部分に沿ったシ
ャフト部、例えばそれぞれ別のシャフト部に接合されるシャフト部を繊維強化材料製とす
ることもできる。
【００２０】
　更に別の実施形態では、一体接合部は繊維を含まない接合部でもよく、接着接合部、又
は繊維強化材料よりなる少なくとも１つのシャフト部のマトリクス材料によって形成され
る接合部が有利である。
【００２１】
　繊維を含まない接合部が有利であるのは、繊維強化材料は時を経るとともに経年劣化に
より機械的特性が変化することが多いため、純粋な材料の機械的特性の方が繊維強化材料
の機械的特性よりも予測しやすいからである。したがって、ドライブシャフトの離脱力を
十分に正確に寸法設定でき、寸法設定された「離脱力」が長期の使用後も実質的に変化し
ないことを前提にできる。繊維を含まない接合部は破壊メカニズムも異なっているため、
例えば破壊後に尖った縁部や開いた繊維端が生じることはなく、それによって特にリサイ
クルの際に負傷のリスクを低減することができる。
【００２２】
　更に別の実施形態では、繊維強化材料からなるシャフト部分は、繊維が長手軸に対して
２５°～７０°の範囲の角度にある繊維配向を呈することができ、３５°～５５°の範囲
の角度も有利であり、４０°～５０°の範囲の角度が特に有利であると考えられる。
【００２３】
　前記繊維配向は、繊維の長手軸が力の流れに沿った向きにあるため、捩じり負荷のかか
るドライブシャフトに特に有利である。変化する捩じり負荷をよりよい状態に保つため、
繊維を交差状に配置することもできる。このような繊維材料の管の製造は、例えば引き抜
き成形によって可能であり、自動化に適している。プリプレグ又はプリフォームを使用す
ることもできる。
【００２４】
　一定の外径を実装する必要がある場合、又は負荷レベル及び負荷挙動の設定に関する別
の設定パラメータを用いなければならない場合は、所定の破壊面を個々の繊維層間で段階
的に実現することもできる。すなわち、管状のシャフト部分内で、複数の繊維層が、それ
ぞれの間に位置する繊維を含まない接着面又は繊維を含まないマトリクス領域によって互
いに分離される。衝突時には、繊維複合材のない、すなわち接着剤又はマトリクスからな
る領域が限定的に破壊され、両方の管半部は先ず互いに重なって、また適宜の長さの場合
は、互いに入れ子式にスライドする。好適には最後に負荷レベルの制御された上昇が生じ
る。重要な点は、ドライブシャフトにできるだけ一定で明確に定義された力のレベルが生
じることである。この力のレベルは好適には４０～８０ｋＮ、特に好適には５０～８０ｋ
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Ｎである。
【００２５】
　更に、内側のシャフト部分と同軸に、長手軸部分に沿って内側のシャフト部分と接合さ
れる第２の内側のシャフト部分を導入することができる。外側のシャフト部分の中空の端
部と、第２の内側のシャフト部分の対向する端部との間には、外側のシャフト部分のため
のストッパとしての役割を果たす長手軸方向の所定の拡がりを有する第１の周方向隙間が
ある。
【００２６】
　ここでシャフト部分の長手軸方向の広がりに関する「端部」という概念は、両方のシャ
フト部分の対向する端面の間に周方向隙間があることを意味する。それによって、ほぼ全
長にわたって一定の外断面を有するドライブシャフトが得られ、ドライブシャフトには周
方向隙間の位置にしか小さい断面がない。この実施形態では有利に、移動時に周方向隙間
がストッパとしての役割を果たすため、周方向隙間の長手軸方向の広がりによってドライ
ブシャフトの最大伸縮経路を制限することができる。
【００２７】
　更に、外側のシャフト部分と同軸に、少なくとも長手軸部分に沿って外側のシャフト部
分と接合される第２の外側のシャフト部分を導入できる。第２の外側のシャフト部分は第
２の侵入深さに沿って第２の内側のシャフト部分と一体接合される。一体接合部は、ドラ
イブシャフトに長手軸方向の負荷がかかった場合に第２のシャフト部分を座屈させる所定
の座屈力よりも小さい長手軸方向の負荷容量を有している。第２の内側のシャフト部分は
座屈力よりも大きな軸方向の力がかかった場合に、第２の侵入深さよりも深く第２の内側
のシャフト部分内に侵入することができる。
【００２８】
　この実施形態では、請求項１に記載のような配置が再び製造され、ドライブシャフトを
介して径方向外側に押し出される。それによって、より高いトルクが伝達され、軸方向の
力が２つの一体接合部に分散されるため、一体接合部を破壊する軸方向の力もより大きく
選択できる。シャフト部分が繊維強化プラスチックである場合は、この実施形態によるド
ライブシャフトを「堆積」、及び次いで個々のシャフト管の積層によって簡単に製造する
ことができる。
【００２９】
　更に別の実施形態によれば、第２の内側のシャフト部分と第２の外側のシャフト部分の
上に所定数の更なる内側のシャフト部分、及び／又は外側のシャフト部分を導入すること
ができる。ｎ番目の内側のシャフト部分と（ｎ－１）番目の外側のシャフト部分の対向す
る端部の間にそれぞれ、軸方向の所定の広がりを有するｎ番目の周方向隙間がある。
【００３０】
　径方向外側の更に別のシャフト部分を第２のシャフト部分の上に「堆積」することによ
って、マトリョーシカ（入れ子）に類似する原理で、伝達可能な最大トルク、及びシャフ
トの減衰特性を具体的に寸法設定することができ、減衰特性は環状隙間内の添加材の特性
によって実質的に規定される。しかし、ｎ番目の内側のシャフト部分の、ｎ番目の外側の
シャフト部分への侵入深さ、及び一体接合部の強度を設計に算入することによって、一体
接合部の「離脱」を引き起こす軸方向の力を寸法設定することもできる。更に、最も高い
「次数」のシャフト部分が、同じ次数の外側のシャフト部分内に導入されない内側のシャ
フト部分であるように、すなわちある程度、補償スリーブを形成するようにすることもで
きる。この補償スリーブの外断面は、そうすることによって間にある周方向隙間まで一定
の外側のシャフト部分が得られるため、特に有利に長手軸方向の外断面に向いて配置され
た外側のシャフト部分に適応可能である。
【００３１】
　これらの、及びその他の利点を添付図面を参照しつつ以下の記載により説明する。説明
中の図面の参照は説明を補い、対象物の理解を容易にするために役立つ。対象物、又は実
質的に同一であるか又は類似する対象物の部品には同じ参照番号を付している。図面は本



(7) JP 2016-520184 A 2016.7.11

10

20

30

40

50

発明の概略図であるに過ぎない。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】伸縮自在なドライブシャフトの縦断面図である。
【図２】別の伸縮自在なドライブシャフトの縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　本発明によるドライブシャフト１の簡単な構造が図１に示されている。内側のシャフト
部分１２は侵入深さＬ１に沿って外側のシャフト部分１１内に挿入されている。内側のシ
ャフト部分１２の外径Ｄ２は外側のシャフト部分１１の内径Ｄ１よりも小さいため、間に
環状隙間１２’があることがわかる。両方のシャフト部分１１、１２は少なくとも入れ子
式に導入された端部が円筒状であり、端部以外のシャフト部分１１、１２が別の形状を有
し、これらはもちろん長さ全体にわたって円筒状であってもよい。円形の断面は捩じり負
荷がかかった際に最良の材料活用ができるため、特に断面を円形にすることができる。両
方のシャフト部分１１、１２は環状隙間１２’に沿って一体接合されているため、この接
合部を介して動作トルクを伝達することができる。伝達される動作トルクの大きさは、両
方のシャフト部分１１、１２の寸法を保ちつつ、侵入深さＬ１を変更することのみによっ
て、及び環状隙間１２’内の一体接合部の強度によって設定することができる。一体接合
は接着剤などの添加材を用いて実現することができる。シャフト部分１１、１２がＦＲＰ
管である場合は、ＦＲＰ管のマトリクス樹脂がシャフト部分１１、１２と良好に一体接合
することが周知であるため、添加材はＦＲＰ管のマトリクス樹脂であってもよい。
【００３４】
　例えば衝突時に、ドライブシャフト１に軸方向の負荷がかかると、限界力を超えた場合
に環状隙間１２’内の一体接合部が破壊される。限界力は上記のオプションで寸法設定す
ることができ、座屈により破壊すると負傷のリスクが高まるため、シャフト部分１１、１
２のいずれも、座屈により破壊されることがないことが保証されるような大きさに選択さ
れる必要がある。一体接合部が破壊した後、内側のシャフト部分１２は外側のシャフト部
分１１内に侵入することができ、それが管である場合は侵入深さは基本的に無制限である
。しかし、内側のシャフト部分１２を受容する外側のシャフト部分１１の端部だけを中空
にし、他の部分を中実シャフトにすることも考えられ、そうすると侵入距離が制限される
が、これは図示していない。このような場合でも、このストッパに達した後に、ＦＲＰシ
ャフト部分を破砕することにより、衝突による更なるエネルギを有利に低減することが可
能である。有利には、シャフト部分は引き抜き成形によってＦＲＰから製造することがで
き、繊維は特に負荷の流れに沿って約±４５°の角度で配置されるが、これは図１からは
見てとれない。
【００３５】
　本発明によるドライブシャフト１は衝突時に伸縮自在であるという利点だけではなく、
環状隙間１２’内の一体接合部の寸法設定を介して伝達可能な最大トルクを制限すること
も可能であり、これは例えば、ドライブシャフト１が摩擦クラッチのように作用するため
被動軸の危険なブロッキングを防止できるので、走行中に駆動系が突然遮断した場合に有
利である。
【００３６】
　図２にはドライブシャフト１の別の実施形態の縦断面図が示されている。内側のシャフ
ト部分１２と、外側のシャフト部分１１とを有する基本構造は、図１に示すドライブシャ
フト１に対応している。
【００３７】
　より大きいトルクを伝達できるようにするため、又は環状隙間内の一体接合部のより大
きい離脱力を得るため、この場合は、第１のシャフト部分を形成する、図１から周知の内
側と外側のシャフト部分１１、１２の上に、外側に向かって内側と外側のシャフト部分１
４、１５、１６が配置されている。内側のシャフト部分１２の上には、内断面が第１の内
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側のシャフト部分１２の外断面と対応する第２の内側のシャフト部分１４が導入される一
方で、両方のシャフト部分１２と１４とは互いに接合されている。第２の内側のシャフト
部分１４と第１の外側のシャフト部分１１の対向する端面の間には、シャフト１の長手方
向に延びる周方向隙間１７がある。この隙間１７は、一体接合部１２’が破壊した後の、
第１の内側のシャフト部分１２と第１の外側のシャフト部分１１との間の最大移動経路を
規定する。更に外側では、第２の外側のシャフト部分１５が、所定の侵入深さＬ２に沿っ
て、長さＬ２だけ一体接合された第２の内側のシャフト部分１４の上で移動される第１の
外側のシャフト部分１１と接合される。環状隙間１４’内のこのような一体接合部は、補
足的にドライブシャフト１の力の伝達、又はモーメントの伝達のために環状隙間１２’内
の一体接合にも寄与する。シャフトのこの実施形態では、ドライブシャフト１の伸縮前に
環状隙間１２’、１４’内の両方の一体接合部が破壊されていなければならない一方で、
最大伸縮経路は周方向隙間１７の他に第２の周方向隙間１８によって更に制限される。周
方向隙間１８は長手軸に沿って長さＬ４だけ延びており、第２の外側のシャフト部分１５
と、第２の内側のシャフト部分１４の上にスリーブ１６としてストライプ状に重ねられた
第３の内側のシャフト部分１６との対向する端面の間にある。スリーブ１６によって、ド
ライブシャフト１がその全長でほぼ等しい外径を有することが達成され、これは周方向隙
間１８によってのみ「分断」される。

【図１】

【図２】



(9) JP 2016-520184 A 2016.7.11

10

20

30

40

【国際調査報告】



(10) JP 2016-520184 A 2016.7.11

10

20

30

40



(11) JP 2016-520184 A 2016.7.11

10

20

30

40



(12) JP 2016-520184 A 2016.7.11

10

20

30

40



(13) JP 2016-520184 A 2016.7.11

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

Ｆターム(参考) 3J033 AA01  AB01  AB02  AC01  BA07  BA08  BA20 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

